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旧実用炉規則第１５条に基づく使用前検査申請書における「保全計画」の 

記載方針について 

 
 
１．はじめに 

 大間では「設置の工事」の第 1 回の分割工認認可後，平成 21 年 1 月 7 日に使用
前検査申請（原建発第 64 号）を行い，その後，平成 25 年 7 月 12 日に旧実用炉
規則第 15 条第 2 項第 3 号及び第 4 号の規定に従い使用前検査の変更申請（原建
発第 34 号）により「保全計画」を提出し，現在も使用前検査を継続中である。 

 2020 年 4 月の新検査制度の施行に伴い，保安規定については設置の工事に着手
する前までに認可を得ること注１），実用炉規則第 81 条が保守管理から施設管理
に変更されたことを受け，保安規定で定める「保全計画注２）」は設計及び工事を
含めたものとする必要が生じた。 

 当社は，2020 年 5 月 28 日に保安規定を申請（原技発第 7 号）し，2020 年 9 月
16 日に認可を得ており，旧実用炉規則に基づき提出済みの「保全計画」に内容
変更が生じたことから，実用炉規則第 15 条(使用前確認の申請)に基づき，法附
則第 7 条でなお従前の例によるとされている使用前検査について，使用前検査
の変更申請（説明書類の内容変更）を実施する必要がある旨，2020 年 10 月 5 日
の原子力規制庁殿との面談で確認させて頂いた。 
 
注１：実用炉規則附則第 6 条において，新法施行の際に設置の工事に着手して

いる者は，令和 2 年 9 月 30 日までに保安規定の認可申請をすることとさ
れている。 

注２：大間の保安規定では「保全計画」は，法令名称に従い「施設管理実施計画」
としており，本記載方針では新法の保全計画を指す場合，（施設管理実施
計画）を併記する。 

 
２．記載方針 

 「保全計画（施設管理実施計画）」については，実用炉規則第 81 条，原子力事業
者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運
用ガイド，保安規定を満たすとともに，以下の方針により記載する。なお，保安
規定第 4 章「施設管理」で規定済みの施設管理のプロセスを，添付資料１に示
す。 

前回面談(2020.11.30)からの変更箇所を青字下線で示す。 
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① 使用前検査の申請で提出する「保全計画（施設管理実施計画）」は，保安規
定第 4 章「施設管理」に基づき QMS で定める施設管理実施計画のうち，適
切な保全を行うために必要となる重要な事項について記載する。従って，保
安規定及び QMS の変更に伴い，使用前検査の申請で提出する「保全計画
（施設管理実施計画）」の記載に変更を生じる場合は，都度，使用前検査の
変更申請を行う。 

② 構成及び項目については表１のとおり，旧実用炉規則に基づく「保全計画」
の記載項目を踏襲した上で，各記載項目で用いる用語は実用炉規則及び保
安規定と整合させる。ただし，実用炉規則第 57 条の 3 第３項に基づき運転
段階で提出済みの定期事業者検査報告書の保全計画において，記載事項が
削除されているものは，建設段階の「保全計画（施設管理実施計画）」にお
いても削除する。 

③ 「保全計画（施設管理実施計画）」の始期については，法附則第 7 条でなお
従前の例によるとされている使用前検査の適用法令である旧実用炉規則の
施行日を基準日とし，「保全計画（施設管理実施計画）」の期間としては最初
の定期事業者検査の開始日前日までの期間を設定し，記載する。【従前から
変更なし】 

④ 設置の工事は長期間に及ぶため，施設管理を実施する設備の状態も時期に
よって異なることから，「保全計画（施設管理実施計画）」の始期の時点では
「保全計画（施設管理実施計画）」の期間全体について詳細な内容を規定す
ることはできない。このため，その時点で施設管理が必要な部分について
「保全計画（施設管理実施計画）」を策定し，その後，施設管理を実施すべ
き設備の状態に応じて「保全計画（施設管理実施計画）」を変更する。具体
的には，施設管理を実施すべき設備の状態が変化する「発電用原子炉に燃料
体を挿入する日」及び「使用開始予定日」の前日までに保全計画を変更する
計画である。【従前から変更なし】 

⑤ 設置の工事中における施設管理が適切に実施されることを確かなものと 
するため，設計及び工事，使用前事業者検査及び試験等，使用前点検等の
個々の計画の目的と QMS との繋がりを記載する。 

⑥ 発電炉における保全計画の提出は，使用前検査に係る手続きの中で実施す
るものであるため，今後，発電炉における使用前検査の取扱いが決定された
段階で，保全計画に係る手続き方法（使用前確認申請の中での取扱い）等に
ついて調整させて頂く。なお，令和 2 年度第 12 回原子力規制委員会（令和
2 年 6 月 24 日）において，再処理施設では，使用前検査実施中の状態にあ
った設備機器等に対して，新たな使用前検査やその手続は行わない方針が
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示されている。 
 

３．設置の工事の各段階と保全計画の関係 

 設置の工事の各段階と「保全計画（施設管理実施計画）」（特別な保全計画を含む）
の関係を添付資料２のとおり整理した。なお，使用前検査申請の添付資料「工事
の工程に関する説明書」の工程と相まって，各段階における「保全計画（施設管
理実施計画）」を策定又は変更し，管理していくものである。 

 
４．記載内容 

 ２．の記載方針に従い，「保全計画（施設管理実施計画）」を添付資料３のとおり
変更する。 

 主な変更点は以下のとおり。 
・ 「Ⅱ 保全活動管理指標」については，燃料装荷開始日の前日までに設定す

ることを記載していたが，保安規定に従い，建設段階における保全活動管理
指標及び目標値について記載した。 

・ 「Ⅲ 保全計画」のうち，「３．補修，取替え及び改造計画」については，こ
れまで“なし”と記載していたが，保安規定に従い，「３．設計及び工事の計画」
として建設段階における設計及び工事，使用前点検，使用前事業者検査及び
試験等の個々の計画について記載した。 

・ また，設置の工事の一時休止に伴い，「３．設計及び工事の計画」以外に行う
特別な措置（長期保管対策や健全性確認等）については，「４．特別な施設管
理実施計画」に記載した。 

 
【表１：構成及び項目の整理】 

現行の「保全計画」 整理後の「保全計画(施設管理実施
計画)」 

Ⅰ 第１回施設定期検査までの保
全計画の始期及び適用期間 

Ⅰ 施設管理の実施に関する計画
の始期及び期間 

Ⅱ 保全活動管理指標 Ⅱ 保全活動管理指標 
Ⅲ 保全計画 Ⅲ 施設管理実施計画 
１．点検計画 １．点検計画 
２．定期事業者検査の判定方法 ２．定期事業者検査の判定方法 
３．補修，取替え及び改造計画 ３．設計及び工事の計画 
４．特別な保全計画 ４．特別な施設管理実施計画 
５．第１回施設定期検査までの安 ５．発電用原子炉施設の工事及び
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全管理 点検等を実施する際に行う保
安の確保のための措置 

６．保全に関する実施体制 （記載しない） 
（下線部は見直し箇所を示す。） 

 
５．その他 

 今回実施する使用前検査の変更申請は，旧実用炉規則に基づき提出済みの「保全
計画」の内容の変更を行うものであり（添付資料４参照），原子力発電工作物の
保安に関する命令第 19条第 1項及び第 2項に規定する書類の内容の変更を伴わ
ないことから，同条第 3 項による変更の手続きは行わない。 

 
  原子力発電工作物の保安に関する命令 

第 19 条 使用前検査を受けようとする者は，様式第九の使用前検査申請書
を提出しなければならない。 
２ 前項の申請には，次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなけ
ればならない。 
一 工事の工程 
二 前号の工程における放射線管理（改造又は修理の工事に関するもの
に限る。） 

３ 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には，
速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。 
４ 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は，正本
及びその写し各一通とする。 

 
６．添付資料 

添付資料１：保安規定に基づく施設管理のプロセス 
添付資料２：設置の工事の各段階と「保全計画（施設管理実施計画）」の関係 
添付資料３：旧実用炉規則第 15 条に基づく使用前検査申請書における「保全計画」

の記載内容（大間原子力発電所第１号機の「保全計画（施設管理実施計
画）」変更比較表） 

添付資料４：大間原子力発電所 第 1 号機 使用前検査申請書の内容変更について
（案） 

 
 

以 上 
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添付資料１ 
 

保安規定に基づく施設管理のプロセス 
 
 
保安規定第 4章「施設管理」に基づく活動のプロセスを，以下に示す。 

 

 
以 上 

 

施設管理実施方針及び施設管理目標 

保全対象範囲の策定 

施設管理の重要度の設定 

保全計画＊の策定 
・点検計画 
・設計及び工事の計画 
・特別な保全計画＊ 

保全の有効性評価 

施設管理の有効性評価 

保全の実施 

保全活動管理指
標の監視 

保全の結果の確認・
評価 

施設管理 

保全活動管理指
標の設定及び監
視計画の策定 

＊大間では，実用炉規則第 81 条に従い，保全計画を施設管理実施計画，特別な保

全計画を特別な施設管理実施計画としている。 

添付資料１を追加 
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　添付資料２を追加 設置の工事の各段階と「保全計画（施設管理実施計画）」の関係 添付資料２

2008 09 10 11 12 13 2014～

原子炉本体

核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の廃棄施
設

放射線管理施設

原子炉格納施設

その他発電用原子炉の
附属施設

保全活動管理指標
保全の有効性評価

使
用
前
検
査
又
は
使
用
前
事
業
者
検
査

運転中
（第1保全サイクル）

設計及び工事の計画

特別な施設管理
実施計画

建設工事
運転中

（第0保全サイクル）

長期保管対策

使用前点検

設計・工事

点検計画

主要工程

健全性確認

第１回

定期事業者検査

巡視等

新検査制度導入に伴う

保安規定認可

「保全計画（施設管

理実施計画）」変更

第１保全サイクル

「保全計画（施設

管理実施計画）」

（定期事業者

検査報告）

自主保安による設備の保管

（巡視含む）

安全強化対策工事開始

（2022後半）

(未定）

燃料装荷

(未定）

原子炉起動

(未定）

運転開始

(未定）

解列工事計画認可(第1回）

着工

(2008.5.27)
安全強化対策工事完了

（2027後半）

※健全性確認後，特別な施設管理実施計画を完了し，

設計及び工事の計画に移行

保全の有効性評価結果は設計及び工事の計画・特別な施設管理実施計画に反映

新規制基準施行

保全計画始期

（2013.7.8）

保管・巡視

※施設毎の特別な施設管

理実施計画の適用期間を

「使用前検査又は使用前

事業者検査」欄に示す

検査の一時休止期間

「保全計画（施設管

理実施計画）」変更

6/166/166/16
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添付資料３ 
 

旧実用炉規則第 15 条に基づく使用前検査申請書における「保全計画」の記載内容（大間原子力発電所第１号機の「保全計画（施設管理実施計画）」変更比較表） 
 
 

朱書き部は変更前後の差異箇所を示す 
現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 

 
整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 

【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 
考え方 

Ⅰ 第１回施設定期検査までの保全計画の始期及び適用期間 
本保全計画の適用期間は，実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以

下「実用炉則」という。）に従い平成２５年７月８日（基準日）から，第１回施
設定期検査開始日の前日までの期間とする。 
なお，大間原子力発電所第 1 号機は，機器及び設備の製造・据付を実施する

段階にある。このため，本保全計画は工事の進捗状況に応じて段階的に記載す
ることとし，基準日から実用炉則第１６条表中三使用前検査開始日の前日まで
の期間について記載する。表中三使用前検査開始日以降については，表中三使
用前検査開始日の前日までに保全計画を更新し，使用前検査の申請の添付とし
て提出する。 

Ⅰ 施設管理の実施に関する計画の始期及び期間 
本施設管理実施計画の適用期間は，平成２５年７月８日（基準日）注）から，第１回定期

事業者検査開始日の前日までの期間とする。 
 
なお，大間原子力発電所第 1 号機は，構築物，系統及び機器の製造・据付を実施する段

階にある。このため，本施設管理実施計画は工事の進捗状況に応じて段階的に記載するこ
ととし，基準日から発電用原子炉に燃料体を挿入する日の前日までの期間について記載
する。発電用原子炉に燃料体を挿入する日以降については，発電用原子炉に燃料体を挿入
する日の前日までに施設管理実施計画を更新し，使用前検査の申請の添付として提出す
る。 

 
注：旧実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成２５年７月８日施行）に基

づく基準日 
 

 
記載方針③（現行保全計画と同様に，本施設
管理実施計画を適用する始期と期間を記載す
る。） 
記載方針④（本施設管理実施計画の記載事項
は，段階的に拡充することを宣言する。なお，
現行保全計画の適用期間は，旧実用炉規則第
16 条表中三使用前検査開始日の前日までと
し，表中三使用前検査開始日以降については，
各系統の動作確認の実施を，保全計画に追加
することを検討していたが，この動作確認は，
新たな施設管理実施計画では，３．（１）設計
及び工事の方法及び実施時期を定めた計画に
含まれることから，適用期間は，発電用原子
炉に燃料体を挿入する日の前日までとする。） 
 
 
 
 

Ⅱ 保全活動管理指標 
燃料装荷開始日の前日までに設定する。 

 

Ⅱ 保全活動管理指標 
保全の有効性を監視，評価するために，設置の工事における保全活動管理指標及びその

目標値を以下のとおり設定する。 
１．設置の工事における保全活動管理指標の設定 

工事の進捗に応じて実施する構築物，系統及び機器の使用前事業者検査が，計画の
とおりに完了していることを指標として設定する。 

２．設置の工事における保全活動管理指標の目標値 
計画した使用前事業者検査が全て完了し，合格していること。 
 
 
 
 
 

 
記載方針②（定期事業者検査の報告では，保
全活動管理指標は保全計画の外で報告してい
るが，建設炉では初めての定期事業者検査の
報告を行う前までは現行保全計画を踏襲して
施設管理実施計画の中に記載する。また，保
全活動管理指標の内容は，保安規定に基づい
た記載とする。） 
 

前回面談(2020.11.30)からの変更箇所を青字下線で示す。 
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現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 
 

整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 
【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 

考え方 

Ⅲ 保全計画 
大間原子力発電所第１号機 表中三使用前検査開始日の前日までの保全計

画について以下のとおり策定した。 

Ⅲ 施設管理実施計画 
発電用原子炉に燃料体を挿入する日の前日までの施設管理実施計画について以下のと

おり策定した。 

 

１．点検計画 
表中三使用前検査開始日の前日までの点検計画について，以下のとおり策定

した。 
(1) 現地搬入以前 

「調達管理要領」に基づき，機器・設備の性状に応じた保管管理（乾燥
保管，不活性ガス封入保管，塗装等）を行う。また，「検査・試験管理要領」
に基づき，機器・設備の技術基準への適合性について，社内検査（外観検
査，耐圧・漏えい検査等）を行い確認する。 

(2) 現地搬入以降 
「調達管理要領」に基づき，機器・設備の性状に応じた保管管理（乾燥

保管，不活性ガス封入保管，塗装等）を行うとともに「建設管理要領」に
基づき巡視を行い，機器・設備の保管状況に異常がないことを確認する。
また，「検査・試験管理要領」に基づき，機器・設備の技術基準への適合性
について，社内検査（外観検査，耐圧・漏えい検査等）を行い確認する。 

 

１．点検計画 
 発電用原子炉の運転を開始する日以降，点検を実施する日の前日までに策定する。 

 
記載方針②（保安規定に従い，点検計画は供
用開始以降に適用されることを記載する。） 
 

２．定期事業者検査の判定方法 
定期事業者検査の判定方法は，使用開始予定日の前日までに設定する。 

２．定期事業者検査の判定方法 
発電用原子炉の運転を開始する日以降，初めて定期事業者検査を実施する日の前日ま

でに設定する。 
なお，一定の期間を含む定期事業者検査の判定方法については，実用炉規則第５７条の

３に基づき，定期事業者検査の報告により，第１回定期事業者検査を開始する日の３月前
までに提出する。 

 
記載方針②（定期事業者検査の報告では，定
期事業者検査の判定方法は保全計画の外で報
告しているが，建設炉では初めての定期事業
者検査の報告を行う前までは現行保全計画を
踏襲して施設管理実施計画の中に記載する。
また，一様に使用開始予定日の前日までとし
ていた設定時期について，初めて定期事業者
検査を実施する日の前日までとして明確化し
て記載し，一定の期間に係る事項については，
定期事業者検査報告にて提出することを記載
する。） 
 

３．補修，取替え及び改造計画 
なし 

３．設計及び工事の計画 
発電用原子炉に燃料体を挿入する日の前日までの設計及び工事の計画について，以下

のとおり策定した。 
 （１）設計及び工事の方法及び実施時期 

「施設管理要領」「設計管理要領」「調達管理要領」に基づき，設計・工事における
要求事項を定めるために，設計及び工事の実施時期，並びに設計及び工事の方法を定
める。 
また，実施にあたっては，「設計管理要領」に基づく設計管理及び「施設管理要領」

 
記載方針⑤（保安規定に基づき，設計及び工
事，使用前事業者検査及び試験等，使用前点
検の個々の計画の目的と QMS との繋がりを
記載する。） 
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現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 
 

整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 
【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 

考え方 

に基づく作業管理を行う。 
 （２）使用前点検の計画 

「施設管理要領」に基づき，現地据付後，機能・性能を確認した構築物，系統及び
機器の保管状況に異常がないことを確認するために，巡視・点検等の計画を定める。 

 （３）使用前事業者検査及び試験等の計画 
「検査・試験管理要領」「使用前事業者検査（溶接）管理要項」に基づき，構築物，

系統及び機器の技術基準規則等への適合性を確認するために，使用前事業者検査又は
試験等の要領書を定める。 

 
４．特別な保全計画 

 なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．特別な施設管理実施計画 
４．１ 設置の工事の一時休止に伴う特別な施設管理実施計画 

設置の工事の一時休止期間が 1 年を超過することに伴い，特別な施設管理実施計画
を策定した。 
具体的な計画は別紙－１に示す。 

（１）設備の長期保管対策 
特別な施設管理の実施期間中に，腐食等の劣化が懸念される設備に対し，長期的な

劣化抑制のため，乾燥保管等の保管対策を行うとともに，その状態が維持されている
ことを巡視により確認する。 

（２）構築物の長期保管対策 
特別な施設管理の実施期間中に，劣化が懸念される構築物の躯体構成要素に対し，

長期的な劣化抑制のため，養生等による保管対策を行うとともに，その状態が維持さ
れていることを巡視により確認する。 

（３）設備及び構築物の健全性を確認するための追加点検 
設置の工事を再開する際に，設備及び構築物の健全性が維持されていることを確

認・評価し，必要に応じて処置を実施する。 
４．２ 特別な施設管理実施計画の結果の記録管理 

特別な施設管理の実施の結果及び結果の確認・評価を記録する。当該記録の保存期間
は，原子炉施設を解体又は廃棄した後５年が経過するまでの期間とする。 

 

 
記載方針⑤（大間の工事状況を踏まえた，特
別な施設管理実施計画の内容を記載する。） 

５．第１回施設定期検査までの安全管理 
燃料装荷開始日の前日までに定める。 

５．発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 
発電用原子炉に燃料体を挿入する日の前日までに定める。 
 

 

６．保全に関する実施体制 
表中三使用前検査開始日の前日までの保全については，保全に関する実施体

制に基づく，事業者管理体制により実施する。 

 
（記載しない） 

 
 
 

 
記載方針②（運転炉の保全計画では記載が削
除されたため，建設炉でも削除する。削除し
た場合でも保安規定において実施体制は明確
であり，保安上の問題はない。） 
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現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 
 

整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 
【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 

考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

別紙-１ 
 

設置の工事の一時休止に伴う特別な施設管理実施計画 
 
１．目的 
 大間原子力発電所第１号機について，設置の工事の一時休止期間が１年を超過すること
に伴い，特別な施設管理実施計画を策定し，実施する。 
 
２．基本方針 
 「施設管理要領」に基づき，以下を考慮の上で特別な施設管理実施計画を作成する。 
 ・特別な施設管理の実施期間中に劣化が想定される設備及び構築物については，各設備及

び構築物の長期的な劣化抑制のため，保管対策を実施する。 
 ・設置の工事の再開にあたっては，設備及び構築物の健全性が維持されていることを確認

する。 
 
３．特別な施設管理実施計画 
（１）設備の長期保管対策 

  ・特別な施設管理の実施期間中に腐食等の劣化が懸念される設備については，長期的な
劣化抑制のため，乾燥保管等の保管対策を実施するとともに，その状態が維持されて
いることを巡視により確認する。（表１） 

（２）構築物の長期保管対策 
  ・特別な施設管理の実施期間中に，劣化が懸念される構築物の躯体構成要素について

は，長期的な劣化抑制のため，養生等による保管対策を行うとともに，その状態が維
持されていることを巡視により確認する。（表２） 

 （３）設備及び構築物の健全性を確認するための追加点検 
 ・設備及び構築物の健全性が維持されていることを確認・評価し，必要に応じて処置を

実施する。 
 

表 1 設備の長期保管対策 
機器種別 劣化事象 劣化要因 保管対策 

ポンプ・送排風機 大気腐食 湿分，塩分の付着・浸入 除湿，防錆，養生 
損傷 資機材等の接触 養生 
SCC 塩分の浸入 養生 
固着 塩分，塵埃の浸入 養生，摺動 

容器・熱交換器 大気腐食 湿分，塩分の付着・浸入 除湿，防錆，養生 
損傷 資機材等の接触 養生 

弁 大気腐食 湿分，塩分の付着・浸入 除湿，養生 
損傷 資機材等の接触 養生 
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現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 
 

整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 
【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 

考え方 

SCC 塩分の浸入 養生 
固着 塵埃沈着 養生 

配管 大気腐食 湿分，塩分の付着・浸入 塗装，養生，除湿，防
錆，開先面保護 

接触による開先面損傷 開先面保護 
損傷 資機材等の接触 養生，開先面保護 
SCC 塩分，鉄粉等の付着 養生，開先面保護 

サポート 大気腐食 湿分，塩分の付着 除湿，養生 
固着 塵埃の付着 養生 
損傷 資機材等の接触 養生 

電動機（発電機） 大気腐食 湿分，塩分の付着・浸入 除湿，養生，防錆 
温度，湿度による絶縁物の劣
化 

除湿，劣化確認 

損傷 資機材等の接触 養生 
固着 湿分，塩分，塵埃の浸入・沈

着 
摺動 

電気盤・制御盤・
計装ラック 

大気腐食 湿分，塩分，塵埃の付着・浸
入 

除湿，養生 

損傷 資機材等の接触 養生 
電動弁 大気腐食 湿分，塩分の付着 除湿，養生 

温度，湿度による絶縁物の劣
化 

劣化確認 

損傷 資機材等の接触 養生 
空気作動弁・空気
調節弁 

大気腐食 湿分，塩分の付着 除湿，養生 
温度，湿度による絶縁物の劣
化 

劣化確認 

損傷 資機材等の接触 養生 
計器 大気腐食 湿分，塩分の付着・浸入 除湿，防錆 

損傷 資機材等の接触 養生 
 

表２ 構築物の躯体構成要素の長期保管対策 
構築物の躯体構成要素 目的 保管対策＊ 

コンクリート構造物 コンクリートの強度低下に
よる劣化の抑制 

劣化確認 
養生 

鉄骨（鋼板含む） 鉄骨の強度低下による劣化
の抑制 

劣化確認 
養生 

鉄筋 鉄筋の強度低下による劣化
の抑制 

劣化確認 
養生 
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現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 
 

整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 
【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 

考え方 

＊：劣化確認等を踏まえ，必要な保管対策を選定して実施 
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現行 大間原子力発電所 第１号機 保全計画（H26.12.1 申請） 
 

整理後 大間原子力発電所 第１号機 施設管理実施計画 
【記載方針②（全般的に用語を変更する。）】 

考え方 

参考資料－１ 保全に関する実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（記載しない） 

 

 

 

 
記載方針②（運転炉の保全計画では記載が削
除されたため，建設炉でも削除する。削除し
た場合でも保安規定において実施体制は明確
であり，保安上の問題はない。） 
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大間原子力発電所 第１号機 

使用前検査申請書の内容変更について 

 

 

 

大 原 建 発 第   号 

２０２１年ＸＸ月ＸＸ日 

原子力規制委員会 殿 

 

東京都中央区銀座六丁目１５番１号 

電源開発株式会社 

取締役社長 渡部 肇史 

 

 

 

平成２１年１月７日付け原建発第６４号で申請した，大間原子力発電所第１

号機使用前検査申請書について，記載事項を変更しましたので，実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定により別紙のとおり変

更の内容を説明する書類を提出します。 

  

  

○案  
添付資料４  添付資料４を追加  
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別紙 

 

１．使用前検査申請書及びその変更の内容を説明する書類番号 

大間原子力発電所第 1 号機 

使用前検査申請書 

原建発第６４号 （平成２１年１月７日） ※１  

以下，使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

原建発第５１号 （平成２１年８月２７日） ※２  

大原建発６１号 （平成２２年５月７日） ※２  

大原建発第１３８号 （平成２２年６月２８日） ※２  

大原建発第３７８号 （平成２３年１月２４日） ※２  

大原建発第３３８号 （平成２４年３月２３日） ※２  

大原建発第３号 （平成２４年４月１８日） ※２  

原建発第３４号 （平成２５年７月１２日）  

原技発第２号 （平成２６年１２月１日）  

大原建発第８２号 （平成２８年７月８日）  

 

※１ 原子力規制委員会設置法の附則第３条第２項の規定に基づき，原

子力発電工作物の保安に関する省令第１９条第１項の規定によ

って行った申請とみなされている。また，同申請は，原子力規制

委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

の附則第１５条の規定に基づき，実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則第１５条第１項の規定によって行ったものとみ

なされている。 

※２ 原子力規制委員会設置法の附則第３条第２項の規定に基づき，原

子力発電工作物の保安に関する省令第１９条第３項の規定によ

って行った変更とみなされている。また，同変更は，原子力規制

委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

の附則第１５条の規定に基づき，実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則第１５条第３項の規定によって行ったものとみ

なされている。 
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２．変更内容及び理由 

 ２．１ 使用前検査申請書 

    変更なし 

 

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

    変更なし 

 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

    変更なし 

 

２．４ 添付資料－３ 大間原子力発電所第１号機保全計画（第１回施設

定期検査までの保全） 

    添付資料１のとおり 

 

 【変更理由】 

保安規定の認可に伴い，保全計画の内容に変更の必要が生じたこ

とから，「添付資料－３：大間原子力発電所第 1 号機保全計画（第 1

回施設定期検査までの保全）」を変更する。 

 

＜添付資料＞ 

１ 「大間原子力発電所第１号機保全計画（第１回施設定期検査までの

保全）」変更前後比較 

 

以上 
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	大間




